
Ⅰ　はじめに

　我が国の子育てを取り巻く環境は、少子化・子育

て世代の孤立化といった社会構造の変化・ 家族形態

の多様化等大きく変化してきている。厚生労働省の

「子ども虐待による死亡事例等の検証結果等につい

て（第14次報告）（2018）」１）によると児童虐待によ

る死亡事例が67件発生し、その主たる加害者が実母

という報告であった。その背景には、妊娠健康診査

の未受診、望まない妊娠など妊娠期からの問題が多

いという結果であった。

　これらのリスク要因を早期に把握して支援へつな

ぐことが重要であり、厚生労働省（2018年）１）は、

妊娠期から出産にいたるまで、切れ目ない相談・支

援が行えるよう、行政機関と産科医療機関との連携

の体制つくりや積極的な情報共有を推進している。

　沖縄県の母子保健を取り巻く現状として、全国と

比べ全出生数に占める10代の出産率は約２倍２）、離

婚率（人口千対）も全国平均が1.84に対して2.593）

の結果となっている。また、12週以降の妊娠の届出

状況においても全国の平均を上回っている２）。さら

に、2015年には、誰にも相談できず一人で出産した

という痛ましい中学生の赤ちゃん遺棄事件が発生し

たことが、新聞で報道され、沖縄県の母子保健の課

題が浮き彫りになった事例である。これらのことか

らも、若年妊婦や児童虐待などの問題に対応してい

くことが求められている。（「健やか親子おきなわ

21」（第２次），2015）３）

　特定妊婦が多く存在すると思われる沖縄県におい

ての、特定妊婦に関する助産師の認知や認識の現状

に関する研究はほとんど見当たらない。今回、沖縄

県の医療機関助産師における特定妊婦に対する認識

の現状を明らかにし、特定妊婦の早期発見、対応、子

どもの虐待被害や死亡の予防へとつながると考える。

Ⅱ　研究目的

　県内の医療機関の助産師を対象に、特定妊婦に対
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【目　　　的】 県内の医療機関の助産師を対象に、特定妊婦に関する認識について現状と課題を

明らかにする。

【対象と方法】助産師298人を対象に、無記名自記式質問紙で調査を行った。

【結　　　果】 特定妊婦の認知では「知っていた」209人（70.1％）。「知っていた」と答えた助産

師の、特定妊婦に関する用語の認識は、師長職がスタッフより認識が高かった。「特

定妊婦を把握するチェックリストがある」では、病院、診療所とも約6割がないと

回答していた。

【考　　　察】 「特定妊婦」の認識度は、師長職において高かったことから、師長職がスタッフへ

の認識に影響を与えていることが推察された。

　　　　　　　 特定妊婦を把握するためのチェックリストの活用は少なく、「特定妊婦」を認識し

早期発見・早期介入していく必要がある。
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する認識の現状と課題を明らかにし、特定妊婦の早

期発見、早期介入により、子ども虐待の予防につな

げることを目的とする。

Ⅲ　研究方法

１．対象

　沖縄県内の産科医療施設34施設を対象に、看護部

管理責任者、または施設責任者に研究協力の意向を

確認し、その中から研究に同意を得られた施設に勤

務する助産師298人を対象とした。

２．調査方法

　調査期間は、平成29年12月～平成30年３月に実施

し、事前に電話にてハガキによる調査依頼を送付す

ることの連絡を行い、同意の得られた施設へ調査票

を配布し、無記名自記式質問紙で調査を行った。調

査内容として、①対象者の特性、②特定妊婦に対

する助産師の認識、③特定妊婦を把握するための

チェックリスト活用とその種類についての調査票と

した。③については、日本産婦人科医会から出版さ

れている「妊娠等について悩まれている方のための

相談援助事業マニュアル」６）を参考に作成した。調

査票は、研究者間で検討し、助産師にプレテストを

実施し、その意見を取り入れて作成をした。

３．分析方法

　基本情報データ解析は、統計パッケージSPSSを

用い、データはすべて数値化処理をしたうえで、記

述統計を行った。検定においては有意水準５％を統

計学的有意水準とした。

４．倫理的配慮

　調査対象者へは、協力依頼文書で研究の主旨を理

解したうえで調査に匿名で記入し、調査票封筒に入

れ回収袋に投函した時点で本研究に同意したとし

た。本研究は名桜大学倫理審査の承認を得て実施した。

Ⅳ　結果

１．対象者の属性

　対象者の属性として、経験年数は０～１年36人

（12.1％）、２～３年36人（12.1％）、４～６年39人

（13.1％）、７～10年47人（15.8％）、11～20年85人

（28.5％）、21年以上54人（18.1％）、平均経験年数は、

11.9年（SD=9.44）で無回答は１名であった。　

　職位においては、スタッフが250人（83.9％）、主任・

副師長が23人（7.7％）、師長は19人（6.4％）であっ

た。勤務施設においては、病院が214人（71.8％）で、

診療所は76人（25.5％）であった。その他８人（2.7％）

の施設として助産所が多く含まれていた。対象者の

勤務する施設設置市町村を保健所管轄で区分し、北

部地区、中部地区、南部地区、那覇地区、離島とした。

中部地区は124人（41.6％）ともっとも多く、次い

で南部地区90人（30.2％）、那覇地区50人（16.8％）、

離島25人（8.4％）、北部地区９人（3.0％）の順であった。

　配置場所においては、病棟および外来176人

（59.1％）でプール制（一元化）での配置が最も多

かった。次に病棟89人（29.9％）、外来17人（5.7％）、

その他が16人（5.4％）であった。その他の配置場

所として、分娩室、新生児訪問などであった。施設

において市町村保健師との連絡会議の参加の有無に

おいては、「はい」が188人（63.1％）、「いいえ」が

59人（19.8％）、「わからない」の40人（13.4％）であった。

２．特定妊婦の認知と各属性との関連性

　特定妊婦の認知の有無について、「知っていた」

と答えた人209人（70.1％）、「知らなかった」は89

人（29.9％）で、助産師の70％以上の人が特定妊婦

を認知している結果であった。

　特定妊婦における助産師の認知と各属性との関連

性について表１に示す。経験年数、職位、勤務施設、

保健所管轄、配置場所別において、有意な関連性が

認められたのは職位のみであった。その内容は、師

長で「知っていた」人の割合は、89.5％と最も高く、

次いで主任・副師長は82.6％、管理者において「知っ

ていた」の回答が高かった。スタッフは68％であり、

その他は40％という順であった。その他以外は、ど

の職位も「知っていた」が「知らなかった」よりも

高かったが、その他は「知らなかった」と答えた人

が60.0％（３人）であった。その他の職位には、非

常勤やパートなどの数名であった。

　経験年数別区分においては特定妊婦を「知ってい

た」と答えた人の割合は、０～１年が80.6％と最も

高く、２～３年が52.8％と最も低く、４～６年以上

の区分では69.2％～76.6％内にあった。

第47号　令和２年３月 11



　保健所管轄区分において「知っていた」と答えた

人の割合は、北部地区は77.8％、次いで那覇地区が

72.0％、南部地区が71.1％、中部地区が70.2％、離

島が60.0％と低い傾向であった。

　配置場所において「知っていた」と答えた人は、

病棟及び外来71.6％、病棟66.3％、外来76.5％であっ

た。特定妊婦の認知は外来業務に携わる割合が高

かった。

３．特定妊婦に関する認識

　特定妊婦を「知っていた」と答えた助産師の、特

定妊婦に関する用語の認識について図１に示す。全

体を見ると、「出生前において支援を特に行うこ

とが必要とされる妊婦のことだと知っていた」が

196人（93.8％）と最も高く、「特定妊婦は児童福

祉法で規定されていることを知っていた」が73人

（34.9％）、「子どもを守る地域ネットワーク（要保

護児童対策地域協議会）とは何かを知っていた」が

66人（31.6％）、「要保護児童対策地域協議会で検討

対象として登録された妊婦ということを知ってい

た」48人（23.0％）の順であった。

図１　特定妊婦の用語の定義における助産師の認識

（n=209）複数回答
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表１　特定妊婦の認知と各属性との関連性
ｎ＝298

特定妊婦の認知

知っていた　 知らなかった　

ｎ（％） ｎ（％） 合計ｎ（％） ｐ値

経験年数別
区 分

０　～　１年 29（80.6） 7（19.4） 36（100.0）

0.153

２　～　３年 19（52.8） 17（47.2） 36（100.0）

４　～　６年 27（69.2） 12（30.8） 39（100.0）

７　～　10年 36（76.6） 11（23.4） 47（100.0）

11　～　20年 60（70.6） 25（29.4） 85（100.0）

21 年 以 上 37（68.5） 17（31.5） 54（100.0）

合　　計 208（70.0） 89（30.0） 297（100.0）

職 位

ス タ ッ フ 170（68.0） 80（32.0） 250（100.0）

0.042＊主任・副師長 19（82.6） 4（17.4） 23（100.0）

師 長 17（89.5） 2（10.5） 19（100.0）

そ の 他 2（40.0） 3（60.0） 5（100.0）

合　　計 208（70.0） 89（30.0） 297（100.0）

勤 務 施 設

病 院 154（72.1） 60（29.9） 214（100.0）

0.491診 療 所 50（65.8） 26（34.2） 76（100.0）

そ の 他 5（62.5） 3（37.5） 8（100.0）

合　　計 209（70.1） 89（29.9） 298（100.0）

保健所管轄
区 分

北 部 地 区 7（77.8） 2（22.2） 9（100.0）

0.809

中 部 地 区 87（70.2） 37（29.8） 124（100.0）

南 部 地 区 64（71.1） 26（28.9） 90（100.0）

那 覇 地 区 36（72.0） 14（28.0） 50（100.0）

離 島 15（60.0） 10（40.0） 25（100.0）

合　　計 209（70.1） 89（29.9） 298（100.0）

配 置 場 所

病 棟 59（66.3） 30（33.7） 89（100.0）

0.786
外 来 13（76.5） 4（23.5） 17（100.0）

病棟及び外来 126（71.6） 50（28.4） 176（100.0）

そ の 他 11（68.7） 5（31.3） 16（100.0）

合　　計 209（70.1） 89（29.9） 298（100.0）

Pearson χ２検定、Fisher の直接法：*p<0.05
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表２　職位と特定妊婦の認識との関係性

（複数回答）　ｎ＝208（無回答1名は含まれていない）

特定妊婦の用語の定義
選択あり 選択なし 合計

職　　位 ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｐ値

特定妊婦は児童福祉法で
規定されている

ス タ ッ フ 51 30.3 119 70.0 170 100.0

0.002＊＊
主 任・ 副 師 長 7 36.8 12 63.2 19 100.0

師 長 12 70.6 5 29.4 17 100.0

そ の 他 2 100.0 0 0.0 2 100.0

合　　計 72 34.6 136 65.4 208 100.0

出産前において支援を特
に必要とされる妊婦

ス タ ッ フ 159 93.5 11 6.5 170 100.0

0.601
主 任・ 副 師 長 17 89.5 2 10.5 19 100.0

師 長 17 100.0 0 0 17 100.0

そ の 他 2 100.0 0 0 2 100.0

合　　計 195 93.8 13 6.3 208 100.0

子どもを守る地域ネット
ワーク（要保護児童対策
地域協議会）とは何か

ス タ ッ フ 49 28.8 121 71.2 170 100.0

0.021＊
主 任・ 副 師 長 5 26.3 14 73.7 19 100.0

師 長 11 64.7 6 35.3 17 100.0

そ の 他 1 50.0 1 50.0 2 100.0

合　　計 66 31.7 142 68.3 208 100.0

要保護児童対策地域協議
会で検討対象として登録
された妊婦である

ス タ ッ フ 35 20.6 135 79.4 170 100.0

0.021＊
主 任・ 副 師 長 4 21.1 15 78.9 19 100.0

師 長 9 52.9 8 47.1 17 100.0

そ の 他 0 0 2 100 2 100.0

合　　計 48 23.1 160 76.9 208 100.0

Pearson χ2検定、Fisher の直接法：*ｐ<0.05　**ｐ<0.01

表３　施設区分と特定妊婦への対応との関連性
（複数回答）　ｎ＝209

施設の対応項目
行っている 行っていない 合計

施設区分 ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｐ値

病棟でカンファレンスを
持ち、特定妊婦への支援
方法を検討している

病院 105 68.2 49 31.8 154 100.0

0.000＊＊診療所（クリニック） 18 36.0 32 64.0 50 100.0

その他 1 20.0 4 80.0 5 100.0

特定妊婦と疑われた時点
で、行政機関へ支援を依
頼する

病院 119 77.3 35 22.7 154 100.0

0.194診療所（クリニック） 43 88.0 7 14.0 50 100.0

その他 3 60.0 2 40.0 5 100.0

行政機関へ支援の方法に
ついて相談している

病院 70 45.5 84 54.5 154 100.0

0.278診療所（クリニック） 27 54.0 23 46.0 50 100.0

その他 1 20.0 4 80.0 5 100.0

行政機関との合同カンフ
ァレンス（連絡会議）を
行っている

病院 82 53.2 72 46.8 154 100.0

0.008＊＊診療所（クリニック） 15 30.0 35 70.0 50 100.0

その他 2 40.0 3 60.0 5 100.0

特定妊婦への支援方法（マ
ニュアル）がある

病院 20 13.0 134 87.0 154 100.0

0.825診療所（クリニック） 8 16.0 42 84.0 50 100.0

その他 0 0.0 5 100.0 5 100.0

Pearson χ2検定、Fisher の直接法：*ｐ<0.05　**ｐ<0.01
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　表２の「特定妊婦における助産師の認知と各属性

との関連性」では、職位において有意差がみられた

ことから、職位と特定妊婦の認識の関連性を表２に

示す。「特定妊婦は児童福祉法で規定されている」

（p=0.002）、「子どもを守る地域ネットワーク（要

保護児童対策地域協議会）とは何か」（p=0.021）、「要

保護児童対策地域協議会で検討対象として登録され

た妊婦である」（p=0.021）の３項目において有意差

がみられた。すなわち、師長の職位のほうで特定妊

婦の認識が高いという結果であった。

４．特定妊婦への施設の対応

　特定妊婦を知っているかの問いで「知っていた」

と回答した209人の所属する施設と特定妊婦への対

応との関連性について表３に示す。特定妊婦への

対応に関する５項目のうち「病棟でカンファレン

スを持ち、特定妊婦への支援方法を検討している」

（p=0.000）、「行政機関との合同カンファレンス（連

絡会議）を行っている」（p=0.008）の２項目におい

て有意差があった。両項目とも、病院が診療所に比

べ高い割合でカンファレンスを実施していた。「特

定妊婦と疑われた時点で、行政機関へ支援を依頼す

る」「行政機関へ支援の方法について相談している」

「特定妊婦への支援の方法（マニュアル）がある」

の３項目においては、病院よりも診療所が「行って

いる」の回答が多かったが有意な差はなかった。

　「特定妊婦への支援方法（マニュアル）がある」

の項目においては、病棟13.0％、診療所16.0％であ

り、施設区分に関係なくマニュアル整備が低い割合

であった。

５．特定妊婦を把握するためのチェックリスト

　全体的にみると、特定妊婦を把握するための

チェックリストの有無を「ある」と答えた人が114

人（38.3％）で「ない」と答えた人が184人（61.7％）

とチェックリストの活用がされていないほうが多い

状況であった。

　また、表４の勤務区分とチェックリストの有無

では、「特定妊婦を把握するためのチェックリスト

がある」と回答した割合は、病院38.3％、診療所

40.8％で、勤務区分とチェックリスト有無との関連

性には有意差はなかった。

　特定妊婦の把握をするためのチェックリストがあ

ると回答した人114人において、チェックリスト活

用種類と活用割合を図２に示した。「初診時（妊娠

初期）チェックリスト」を回答した人が79人（69.3％）

と最も多く、次いで、「エジンバラ産後うつ病質問

票」72人（63.2％）、「妊娠経過中でのチェックリスト」

62人（54.4％）の順であった。ほかには「育児支援

チェックリスト」32人（28.1％）、「赤ちゃんへの気

持ち質問票」25人（21.9％）を活用していた。なお

「初診時（妊娠初期）チェックリスト」「妊娠経過

中でのチェックリスト」においては、各施設で作成

されている独自のチェックリストである。

図２　チェックリスト活用種類と活用割合

（n=114）複数回答

 
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

その他

赤ちゃんへの気持ち質問票

育児支援チェックリスト

妊娠経過中でのチェックリスト

エジンバラ産後うつ病質問票

初診時（妊娠初期）チェックリスト

（％） 

7.9％7.9％

21.9％21.9％

28.1％28.1％

54.4％54.4％

63.2％63.2％

69.3％69.3％

表４　勤務区分と特定妊婦を把握するためのチェックリスト の有無

チェックリストの有無

ある ない n=298

勤務区分 ｎ ％ ｎ ％ 合計ｎ数 ％ ｐ値

病 院 82 38.3 132 61.7 214 100.0

0.324
診 療 所 31 40.8 45 59.2 76 100.0

そ の 他 1 12.5 7 87.5 8 100.0

合 計 114 38.3 184 61.7 298 100.0

Pearson χ 2 検定、Fisher の直接法：*p<0.05

沖縄の小児保健14



Ⅴ　考察

１．助産師における特定妊婦に関する認識

　特定妊婦を知っていましたかの問いに、７割の助

産師は「知っていた」という結果であった。児童福

祉法による規定後は看護教育の教科書の中において

も児童虐待予防の視点から要養育支援者としての

「特定妊婦」を規定する意義とその対策について取

り上げられていることも「知っていた」という回答

に繋がっていると思われる。「特定妊婦」という言

葉の認知について、中板（2012）ら７）は「ハイリ

スク妊婦がすべて法定化された特定妊婦に該当する

のか、要保護児童対策地域協議会での検討事例にな

るのかなど、ハイリスク妊婦と特定妊婦の境界線は

曖昧で現場では，用語の定義に始まり役割分担に関

する疑問も多く，困惑している」とハイリスク妊婦

と特定妊婦の基準の曖昧さの問題を述べている。こ

のような問題があり特定妊婦の認知度は十分でない

と推測される。

　特定妊婦の詳細な用語の定義について助産師の９

割が「出生前において支援を特に行うことが必要と

される妊婦」については認識していたが、「特定妊

婦は児童福祉法で規定されている」ことや、「子ど

もを守る地域ネットワーク（要保護児童対策地域協

議会）とは何か」「要保護児童対策地域協議会での

検討対象とし登録された妊婦」のことへの認識は低

かった。山岸（2015）８）は「医療機関がハイリスク

妊婦として関わりを持っている対象のなかに、特定

妊婦としての支援が必要な妊婦が多く存在してい

る」と述べている。また、子ども虐待による死亡事

例などの検証結果の第14次報告（平成28年度）１）で

は、「関係機関との接点はあったが、虐待や虐待可

能性を認識していなかった事例」が44.9％との報告

であった。特定妊婦に最も近い立場にいる医療機関

に働く助産師が「特定妊婦」の用語の定義だけでな

く、それが虐待予防・対策の視点から規定された意

義を十分認識したうえで、危惧される妊婦を把握し、

市町村保健師と連絡票、結果連絡票を活用し、連携

を密に行うことが重要である。このような意味でも、

医療機関で勤務する助産師の認識の有無が虐待予防

に繋がることが示唆された。

　職位と特定妊婦の認識との関連性において、師長

職は他の職位に比べ、「児童福祉法で規定されてい

る」ことや、「子どもを守る地域ネットワークの存在・

要保護児童対策地域協議会での検討対象となってい

る」ことへの認識は有意に高かった。それは、師長

職がその役割・業務上から他機関や行政職との関わ

りを持つ機会が多いこと、さらに、行政からの法的

規定に関する通達文や学会からの新しい情報などが

入手しやすい環境下にあることが理由として考えら

れる。坂元（2012）ら12）は「看護師長の看護観とスタッ

フを育成するという認識が人材育成に影響」と述べ

ている。すなわち、直接支援を行う助産師が特定妊

婦についてどのような認識を持ち、どのように取り

組むかは、師長の看護観がスタッフへの認識にも影

響を与える存在であることが推察された。

　特定妊婦の施設の対応においては、病院・診療所

のどの施設も「特定妊婦と疑われた時点で、行政機

関へ支援を依頼する」が約８割で最も多く、具体的

な連携の方法として約半数の施設が「行政機関との

合同カンファレンス（連絡会議）を行っている」や

「行政へ支援方法について相談している」を実施し

ていた。これらのことから、特定妊婦と疑われた時

点で、行政機関へつなぐ必要性と重要性について十

分な認識を持っていると考える。

　病院と診療所での対応の相違として、「病棟でカ

ンファレンスをもち、特定妊婦への支援方法を検討

している」と「行政機関との合同カンファレンス

（連絡会議）を行っている」に有意差がみられた。

両項目とも、病院がカンファレンスを多く実施して

おり、診療所においては、「行政機関へ支援の方法

について相談している」が多い状況であった。すな

わち、病院においては、多職種者（小児科医・心理

士・MSW）が勤務しており、施設内で支援方法を

検討しやすい環境にあると考えられる。一方、診療

所においては、師長や担当の助産師がその役割を担

い、行政機関が重要な相談役として機能しているこ

とがうかがえる。

　「特定妊婦への支援方法（マニュアル）がある」

については施設に関係なく２割以下の状況であった

が、上記の項目からも示唆されるように行政機関へ
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の相談や支援依頼など連携が図られているためと考

えらえる。しかし、妊産婦への支援では複数の助産

師が関わることから、対象に応じた適切な支援が継

続して実施されるためにも、支援方法に関するマ

ニュアルは必要だと考えられる。

　また、特定妊婦の支援の対応として、切れ目なく

関わることができるよう助産師間で要支援妊婦であ

ると認識し情報が途切れることがないよう伝達手段

を統一していくことが重要であることが示唆され

た。

２．チェックリストの活用 

　特定妊婦を把握するためのチェックリストの有無

について、６割がないと回答しており、勤務施設で

の有意差も認められなかった。このことは、行政機

関から提示された医療機関と市町村保健師との連携

を必要とする対象者（ハイリスク妊産婦）を抽出す

るためのマニュアルで「妊娠期における保健指導マ

ニュアル」９）があり、その中で連絡票の内容に支援

が必要な妊産婦の状態が記載されており、それに

よって、各医療機関は支援が必要な対象を選定して

いることから、特別に特定妊婦を把握するための

チェックリストの必要性が高くなかったことが伺え

る。合わせてこの基準は病院・診療所の施設に関係

なく活用されているため、施設間での差もみられな

かったものと考える。チェックリストが活用されて

いないもう一つの側面として、チェックリストの活

用による特定妊婦の抽出のためには具体的な内容の

聴取をする必要があり、忙しい日々の業務の中で時

間をかけて対応することが難しい現状があり、６割

という結果に影響しているのではないか。また、そ

れに加えその必要性を認識していないことが影響し

ていると考えられる。

　チェックリストがあると答えた者のうち「初診

時（妊娠初期）チェックリスト」「妊娠経過中での

チェックリスト」「エジンバラ産後うつ病質問票」

の３つが５割以上活用されていた。初診時（妊娠初

期）のチェックリストは妊婦の様々な情報を得る重

要な時期で、この情報収集によって妊娠・分娩・産

褥・子育てと全体像を理解し支援に繋げていくため

に、基になる情報の一つとなる。また、妊娠経過中

でのチェックリストでは、産科的経過の良・不良判

断、メンタルヘルスの状態や生活の質の変化、支援

者について確認する内容となっている（公益社団法

人　日本産婦人科医会，2014）６）。さらに、エジン

バラ産後うつ病質問票の活用では、虐待の大きなリ

スクとなる産後うつの状態を評価することが出来る

と述べている（杉下・上別府，2013）10）（安藤・無藤，

2008）11）。

　これらのチェックリストは、内容が特定妊婦の抽

出ツールとして、助産師が活用し評価されている。

産後ケア事業が普及していく中、「エジンバラ産後

うつ病質問票」「赤ちゃんの気持ち質問票」の２つ

のチェックリストは、特定妊婦を早期発見のツー

ルとして活用されつつある。藤村（2017）ら13）は、

特定妊婦チェックリストを作成したことで、行政へ

の情報提供件数の増加や、早期に継続的な関りが持

て、順当な育児への移行につながったと述べている。

以上から、特定妊婦を早期発見し、早期介入のため

にチェックリストやスクリーニングシートのような

誰もが同じ視点で判断できるアセスメントツールが

あれば、特定妊婦の抽出に有効であることが示唆さ

れた。

Ⅵ　結論

　県内の助産師を対象に特定妊婦に関する認識につ

いての実態調査から、以下のような結果が得られた。

１．「特定妊婦」について、７割の助産師が認知し

ていた。一方、師長職においては「特定妊婦」の

認識が高く、そのことから師長職がスタッフへの

認識に影響を与えることが示唆された。

２．特定妊婦について施設の対応では、「特定妊婦

と疑われた時点で、行政機関へ支援を依頼する」

が79.4％で最も多く行政機関を重要な相談役とし

て捉えていた。

３．特定妊婦を把握するためのチェックリストの

活用では、「ない」が61.7％と活用が少なかった。

チェックリストを活用し、妊婦健康診査時にスク

リーニングすることは、特定妊婦を早期発見・早

期介入していくためにも必要である。

４．今後の課題として、特定妊婦に関する研修と

沖縄の小児保健16



チェックリストの統一、継続支援ができるようマ

ニュアルは必要であることが示唆された。
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はじめに

　子どもの不慮の事故死で交通事故が死因の第１位

を占めている。沖縄県立中部病院救命救急センター

（以下「救命救急センター」）には年間100人前後の

子どもが交通事故で搬送されている。2007年から２

年間の15歳未満児の交通事故の実態を2012年に報

告１）した。今回調査期間を拡大し、2003年から11

年間の16歳未満児の交通事故症例の経年的変化や事

故の実態を把握することを目的に後方視的調査を行

い、検討を加えた結果を報告する。

 

方法と対象

　調査期間は2003年１月１日から2013年12月31日の

11年間である。対象は、期間中に救命救急センター

を受診または救急搬送された16歳未満症例で、交通

事故をキーワードに救命救急センター受診台帳から

検索し抽出した。対象症例は、個人が特定されうる

患者番号、氏名、生年月日、住所、連絡先、搬送救

急隊からの情報を削除し匿名化した。調査項目は年

齢、性別、事故状況、チャイルドシート装着、自転

車ヘルメット装着、児の状況、転帰に関する後方視

的観察研究である。

結果

　調査期間中に交通事故で搬送された症例は8,426

例で年平均766件であった。年別の症例数および小
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図１　交通事故の年別推移と小児の割合
（沖縄県立中部病院小児交通事故 ： 2003.1.1 － 2013.12.31）
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子どもの交通事故の検討
― 11年間の症例検討から見えてきたもの ―

小濱　守安１）　　木里　頼子２）　　真喜屋智子２）

研　　究

Traffic injury in children

Moriyasu KOHAMA１）, Yoriko KISATO２）, Tomoko MAKIYA２）

１）沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

２）沖縄県立中部病院　小児科

要　旨

【目的】11年間の16歳未満児の交通事故症例の経年的変化や事故の実態を把握する。

【対象と方法】2003年１月１日から2013年12月31日の11年間に、交通事故で救命救急センターを

受診または救急搬送された16歳未満症例を、救命救急センター受診台帳から抽出し、交通事故の

受傷状況の後方視的観察研究。

【結果】対象症例は1,246件で男806例、女440例で入院98例、死亡３例。６歳児が143例と最多だっ

た。事故状況では、自動車乗車中の事故556例、歩行者の事故429例、自転車関連事故237例、自動

２輪関連事故が24例だった。

【考察】子どもの交通事故被害を防ぐには、大人が正しい交通習慣を見せ、子どもの手本となら

なくてはならない。

キーワード：交通事故、小児、自転車、歩行者、チャイルドシート



児の割合を図１に示す。交通事故症例は年々漸減傾

向であるが、小児の交通事故件数はほぼ一定で相対

的に割合が漸増していた。16歳未満小児は1,246件

で、全交通事故症例の14.7％を占めていた（表１）。

男女比は男806例、女440例で入院98例、死亡例は歩

行者２例、自転車関連１例であった。６歳児が143

例と最多であった。事故状況では、自動車乗車中の

事故556例、歩行者の事故429例、自転車関連事故

237例、自動２輪関連事故が24例であった。

　年代別事故状況（表２）では、６歳未満の未就学

児は485例で男児276例、女児209例であった。自動

車乗車中の事故326例、歩行者の事故145例、自転車

対人の人身事故２例、自転車対自動車事故12例で、

自動車乗車中の事故が最多であった。６歳から13歳

未満の学童628例では、男児440例、女児188例と男児

に多く、人身事故267例が最多であった。ついで自

転車関連事故178例、乗車中の事故が181例を占めた。

13歳以上の高学年133例では男児が90例と多数を占

め、乗車中の事故49例、歩行中の事故17例、自転車

関連事故47例、自動二輪車関連事故が20例だった。

　事故状況別の年齢分布（図２）では、乗車中の事

故は乳児が最多で以後漸減していた。一人歩きがで

きる１歳頃より歩行者の事故が漸増し、６歳が最多

で以後漸減していた。自転車関連事故は、学童期、

特に小学校低学年に多く、以後漸減していた。13歳

以上になると自動二輪に関連した自損事故なども見

られたが交通事故は減少していた。搬送または受診

時刻（図３）では、乗車中の事故は午前８時頃から

21時頃まで30件前後の発生がみられた。歩行者の事

故は、登校、出勤時間である午前８時頃に小さなピー

クを認め、低学年の下校の14時頃より増加し、 帰宅

後19時にかけて増加していた。自転車関連事故は、

学校から帰宅後と思われる16時から19時頃に多発し

ていた。

１．乗車中の事故について２）４）（表３）

　乗車中の事故は556例で、男女比は290：266であ

る。15例が入院となった。平均年齢5.3±4.4歳（中

央値４歳、最年少生後13日）、事故時の子どもの着

表１　小児の交通事故の内訳

事　故 総数 男 女 入院 死亡

自動車乗車中 556 290 266 15 0

歩 行 者 429 287 142 60 2

自 転 車 237 213 24 21 1

自 動 二 輪 24 16 8 1 0

総 数 1,246 806 440 98 3

（沖縄県立中部病院小児交通事故 ： 2003.1.1 － 2013.12.31）

表２　年代別事故状況

０～５歳 ６～12歳 13歳以上

対　象 485 628 133

男 ： 女 276：209 440：188 90：43：00

自動車乗車中 326 181 49

歩 行 者 145 267 17

自 転 車 12 178 47

自 動 二 輪 ２ ２ 20

（沖縄県立中部病院小児交通事故 ： 2003.1.1 － 2013.12.31）
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図２　交通事故で受診した小児の年齢別分布
（沖縄県立中部病院小児交通事故 ： 2003.1.1 － 2013.12.31）

図３　事故の状況と救急受診時刻
（沖縄県立中部病院小児交通事故 ： 2003.1.1 － 2013.12.31）
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座位置は助手席204例、後部席319例、運転手の抱っ

こ４例、着座部位記載なし29例であった。556例中

チャイルドシート装着適用年齢の６歳未満児は326

例であった。６歳未満児のチャイルドシート装着は

120例だった。保護者の抱っこ（運転手の抱っこ含む）

62例、シートベルト装着26例、特に固定されずに児

のみ着座が104例、クーハン使用３例であった。着

座部位別でみると、６歳未満児の助手席着座は137

例でチャイルドシート装着は58例、シートベルト装

着20例、抱っこ34例（運転手抱っこを含む）であった。

固定されずに児のみが着座が23例であった。後部席

着座は170例でチャイルドシート装着は57例、抱っ

こ27例、シートベルト装着５例、クーハン３例、固

定されずに児のみ着座が77例であった。乗車中の事

故での６歳未満児の入院は15例であった。チャイル

ド装着例では入院例はなく、非装着児で９例、抱っ

こで３例、助手席でシートベルト装着の２例が入院

となった。６歳未満児の年齢別乗車中のチャイルド

シート装着率は、０歳児60.7％、１歳児51.5％、２歳

児37.5％、３歳児20％、４歳児13.5％、５歳児4.8％と

年連が長じるにつれて急速に着用率が減少していた。

２．歩行者の事故３）（表４）

　歩行者の交通事故は429例で、男児287例、女児

142例で男児に多かった。加害は自動車425例、自転

車３例、自動二輪１例であった。60例が入院、１

例は来院時死亡だった。年齢では平均6.7±22.9歳、

中央値６歳、最年少は７カ月男児であった。１歳頃

から漸増し、６歳児が77例と最多で、以後漸減した。

事故の状況では道路への飛び出しが171例を占め、

遊んでいての飛び出し37例（キックボード９例、ス

ケートボード１例、鬼ごっこ２例、ボール追いかけ

２例、ローラーシューズ１例）、自宅から道路への

飛び出しが15例だった。道路横断中が115例で、う

ち横断歩道横断中が47件だった。右折車による事故

は12例でうち横断歩道が８例、左折車による事故は

表３　自動車乗車中事故時の 6 歳未満児の着座位置

助　手　席 後　部　席 席　不　明 計

０～５歳 ６～15歳 ０～５歳 ６～15歳 ０～５歳 ６～15歳 ０～５歳 ６～15歳

チャイルドシート 　58 56 6 120

シ ー ト ベ ル ト 　20 37 5 11 1 26 48

児 固 定 な し 着 座 　23 31 77 138 4 4 104 173

抱 っ こ 　34* 27 1 62

ク ー ハ ン 3 3

不 明 　2 3 1 1 8 5 11 9

計 137 71 169 150 20 9 326 230

＊：運転手抱っこ４例を含む　
０～５歳（N=326）、６～15歳（N=230）

（沖縄県立中部病院小児交通事故 ： 2003.1.1 － 2013.12.31）

表４　歩行者の事故状況

歩 行 者 事 故 429例
男：女＝287：142,　入院60例（死亡２例）
加害車両：自動車425例、自転車３例、自動二輪１例

事故状況 症例 詳　　　　細

道路飛び出し 171

遊びで飛び出し　37
　（キックボード　９，スケートボード　１，鬼ごっこ　２，ボール追いかけ　２，
　　ローラーシューズ　１）
自宅から飛び出し　15、停車車両の陰から飛出し　12、駐車場　11

道 路 横 断 中 115 横断歩道　47

交 差 点 31 右折車　21、左折車　９

駐 車 場 47 自宅駐車場　５

学 校 関 連 20 登校中　６、下校中　10、校内　４

（沖縄県立中部病院小児交通事故 ： 2003.1.1 － 2013.12.31）
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４例で横断歩道３例であった。駐車場での事故は47

件あり、自宅の駐車での事故が５例であった。

３．自転車乗車中の交通事故（表５）

　自転車に関連する交通事故は237例で21例が入院

し、１例が死亡した。平均年齢は9.51±2.9歳、最

年少３歳８カ月、中央値は９歳であった。男児213例、

女児が24例と圧倒的に男児が多い。６～８歳の低学

年で97例を占めた。受診時刻では17時から18時台が

84例と最頻時刻帯であった。自動車との衝突222例

中17人が入院となった。自損事故は９例で転倒６例、

電柱や壁との衝突３例であった。自転車乗車状況で

は２人乗り15例、３人乗り２例があった。受傷場所

は道路227例と最多であり、うち交差点46例、横断

歩道11例、坂道29例、道路以外では歩道６例、電柱

や壁などへの衝突６例であった。事故の発生状況は、

飛び出し事故53例、坂道での事故29例では、下り走

行中にスピードが出すぎてブレーキをうまく操作で

きず道路に飛び出し衝突14例、自損転倒４例、停車

中の車への衝突４例などであった。停車中のドアが

突然開き衝突例や歩道走行中に駐車場から出てきた

車との衝突４例もあった。右折車両との衝突10例、

左折車両との衝突12例であった。

　自動二輪関連での事故が24例もあり、運転者11例

で13歳４例、14歳１例、15歳５例であった。１例は、

５歳児が子供用バイクでフェンスに衝突した事故で

あるが、詳細は不明である。自動二輪同乗は13例で

あり、ヘルメット着用判明は９例で２例は不適切な

装着であった。

考察

　2003年５）から2013年６）の全国の交通事故発生件

数は947,993件から629,021件に減少、負傷者数は

1189,133人から781,494人、死者数は7,702人から

4,373人へ減少し、特に死亡数は約3,400人減少して

いる。15歳以下の小児の推移をみると、2003年が負

傷者数90,493人、死者数225人から2013年は負傷者

数49、916人、死者数94人と、負傷者数で45％減少、

死者数で52％減少している。沖縄県は2004年の15歳

以下の交通事故発生件数は704件、負傷者767人で、

2013年には発生件数524件、負傷者533人と交通事

故症例は年々漸減傾向を示している７）。６歳以下の

交通事故死亡は、歩行中50％、自動車乗車中が36.4 

％を占めていた９）。

１．乗車中の事故

　時速50km/hで走行中の交通事故の衝撃は、３階

建ビル屋上（約10ｍの高さ）からコンクリート路面

に落下した時の衝撃に匹敵する８）。車体が変形して

クッションとなり、衝突エネルギーを吸収し、衝撃

を緩和して停止する。正しくシートベルトを装着し

ていると、乗員はシートに固定され車の動きに合わ

せて停止する。シートベルトで固定されていないと、

衝突後車は停止するが、乗員は慣性により前方向へ

飛び出し、ダッシュボードへの衝突や、車外に放出

される。10kgの子供を抱っこして、時速50kmで衝

突した瞬間、子どもには体重の約30倍の慣性力が加

わる。抱っこでは子どもを支えることはできず、子

どもは前方向へ放出されダッシュボードや、車外に

放出され受傷する９）。後部席でシートベルトを着用

せずに子どもを抱っこして事故に遭遇すると、子ど

もは前席後面に衝突し、さらに大人が衝突する衝撃

表５　自転車関連の小児の交通事故

自 転 車

関連事故

237（入院21）、死亡　１

　男：女＝213（17）：24（４）

事故内容

衝突事故：

　自 動 車　222（入院17）

　自動二輪　　5（入院　2）

　　　人身　　3。　

自損事故：

　転　倒　６（入院１）

　電柱や壁と衝突　３（入院１） 

乗車状況 ２人乗り　15人、３人乗り　２人

受傷場所

道路　227：

　交差点　46、横断歩道　11、　坂道　29

道路以外：

　歩道　６、電柱・壁などへ衝突　６

受傷状況

飛び出し事故　53

坂道事故　29：

下り走行中道路に飛び出し衝突　14

　自損転倒　４

　停車車両への衝突　４　など

歩道走行中に駐車場から出てきた車との衝突　４

右折車両との衝突　10

左折車両との衝突　12

（沖縄県立中部病院小児交通事故 ： 2003.1.1 － 2013.12.31）
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も加わり二重に受傷する。著者らは抱っこでは事故

の際の受傷率が高く、子どもを守れないことを報

告した10）。シートベルトは成人を保護する装置であ

り、そのまま乳幼児への使用は不適切であり危険で

ある。子どもの体格に合わせたチャイルドシートや

ジュニアシートを使用すべきである。チャイルド

シートは、事故の衝撃から子どもを守り、子どもの

放出や車内衝突を回避できる。チャイルドシートに

固定すると、勝手に車内を移動したり、走行中に車

窓やドアを開けることがなくなる11）12）。新生児や乳

児を自動車に乗せる場合、最も衝撃の強い前方衝突

を想定して後部席で後ろ向け45度に設置することが

推奨されている10）11）。 

　今回の調査では、６歳未満児のチャイルドシート

装着率は35.7％であった。抱っこ15.0％、不適切な

シートベルト装着8.3％、固定なく子どもだけ着座

35.6％など、子どもの安全が担保されていない状況

も多かった。最も危険とされる助手席への子ども

の着座が36.5％であり、運転中も児の顔が見えるよ

うに助手席で後ろ向きチャイルドシート装着が３例

あった。思わぬ衝撃でエアバッグが作動すると、児

はチャイルドシートごと助手席に激突し、受傷する

危険性が高い。前向き装着でも、助手席のエアバッ

グは容積が運転席の約1.5倍であり、エアバッグ作

動時、児が受傷する危険性がある。子どもは見晴ら

しがよい助手席に座りたがるが、最も危険な場所で

ある。シートベルト装着例も17％あったが、身長

135cm以下ではシートベルトが有害に作用する危険

性がある。シートベルトで遊んでいて、子どもの

ベルトが首に絡まった事故もある13）。大人が後部席

でもシートベルト着用すると、子どもはチャイルド

シートに座りベルトを装着するという行動変容につ

ながる。全員がベルトで固定されないと車を発進し

ないなど、チャイルドシート装着を日常化していく

ような啓蒙が必要である。多くの事故は保護者の安

全運転にもかかわらず、予期せぬ事故に巻き込まれ

て受傷していていた。後部席でもチャイルドシート

などの適切な保護装置を装着することが万一の事故

に際し受傷リスクを軽減する唯一の手段である。

２．歩行中の交通事故

　交通事故による歩行者外傷は子どもの交通事故死

亡の最大原因である。乗車中のチャイルドシート装

着や自転車乗車時のヘルメット着用などのような効

果的な戦略が見当たらず、歩行者に対する安全教育

は必ずしも歩行者外傷の減少に有用という証拠はな

い12）。

　今回の調査では６～７歳の歩行中の事故が多かっ

たが、交通事故分析センターの報告でも小学校入学

後の登下校中の事故が最も多い14）。事故状況では道

路への飛び出しが多かった。子どもは活動性が高く、

走りまわることが多く、道路を横断するときも30～

50％の子どもが走って横断する15）。幼児は、保護者

が手を引いて横断することが多い。走って横断する

のは５～７歳頃に多い。９歳以上では、安全確認能

力が向上して、急いで横断することが少なくなり、

また自転車での移動が多くなるため走って横断（飛

び出し）が少なくなる15）。駐車場における事故も多

発していた。駐車場では、エンジンを止めて大人が

先に降りて、最後に子どもを降ろすのが安全である。

子どもを先におろすと、一人で走りだしたりして事

故に遭遇する。交差点では右折車による横断中の事

故が、左折事故の２倍発生している16）。交差点での

右折は信号の変わり目や対向車が途切れるのを見計

らって、素早く右折する。右折車の運転手の視線は、

進行方向から左側を向くことが多く、横断歩道を右

から横断してくる歩行者や自転車が視角から外れ、

気づきにくい。右折中は、横断歩道を通過するまで

は低速で進行するのがよい16）。子どもの交通事故の

多くは自宅近くで発生している。住宅街や学校、保

育園などの周りでは、スクールゾーンや速度制限、

速度の出しにくい道路構造にする方策が行われてい

るが、渋滞時などに抜け道と称して住宅街を通過す

る車両も多い。住宅街では、子どもが自宅の周りや

近くの公園、道路上で遊んでいて、突然、物陰や路

地から飛び出してくる可能性もある。小さな交差点

も多く、塀や電柱、駐車車両など身長の低い幼児に

気づきにくい場所が多い16）。できれば抜け道として

の住宅街通行を避け、やむを得ず通過する場合、住

宅街では徐行運転、安全運転を心がける。道路横断
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時の事故では、本来安全に横断できるはずの横断歩

道付近での事故が多数発生している。子どもは横断

歩道信号が青になると、安全だと判断し、横断歩道

を走って横断する。たとえ自動車信号が青でも、横

断者の有無に注意を払いながら運転する配慮が必要

である。通学児童へのヘルメット着用が、児童や保

護者の交通安全に気をつけるという行動変容がおこ

り、交通安全への配慮を求める間接的効果を期待す

る報告もある17）。

３．自転車乗車中の事故について

　幼児では、親の自転車の補助いすからの転落や公

園などで幼児用自転車での転倒などが多い。学童以

上では、活動範囲が広がり、学校から帰宅後単独行

動が増えてくる。しかし周辺状況を客観的に判断す

る能力はまだ不十分であり、低学年では車の動静に

気を配ることができず、思いがけず道路に飛び出し

て、自動車との衝突事故を起こすことがある。自転

車事故外傷の死亡例や重症例の約80％は、頭部外傷

に起因する９）11）。事故状況では不適切な坂道走行や

ブレーキ不良、道路への飛び出し、３人乗りなど交

通ルールを逸脱した症例が目立った。歩道を走行中

に歩行者とぶつかり、受傷させる事故もある。多く

は自転車側の脇見など前方不注意が主な要因であ

り、道路交通法上、自転車側の過失が大きくなり、

責任を問われることもある18）。自転車乗車中の安全

対策だけでなく、社会ルールの指導も必要である。

保護者は子どもの体格に合った大きさの自転車を選

択し、乗車時はヘルメット装着を子どもに指導する。

ヘルメット着用は自転車事故による頭部損傷を80％

以上減少させ、顔面損傷を２/３に減らす。自転車

事故による受傷を最小限にするためにもヘルメット

着用の推進が重要である17）。自転車事故を減らすに

は、正しい自転車の乗り方の指導、ヘルメット装着

や肘・膝などの保護装具の使用、自動車と自転車の

走行路分離などの対策が必要である。

結語

　子どもに交通安全教育を行うだけで子どもの交通

事故を減少させることは難しい。子どもは大人の行

動から社会のルールを善悪の区別なく学んで模倣し

ていく。子どもに信号を守りなさいと言いながら、

車が来ないからと赤信号で渡ったり、斜めに横断す

る。信号のない道路を子どもと走って横断する。後

部席でシートベルトをしない大人が、子どもにチャ

イルドシートに座りなさいと言う。子どもは大人の

交通行動を真似して悪い交通習慣を身につけてしま

う。子どもに社会ルール、交通安全ルールを守らせ

るためには大人が正しい交通習慣を見せ、子どもの

手本とならなくてはならない。
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